
　　                      　                                           

　                                                        

　　  　　

       

身体拘束適正化　対応フローチャート

 必要性がない場合     必要性がある場合

必要がない場合　　　

必要がある場合

 

関係機関と情報収集、共有 。介護の見直しの検討する。

身体拘束の必要性の確認。家族への口頭説明。

身体拘束等が必要と考えられる事態発生 発見した場合

事業所の管理者に報告する ケアマネジャー、支援員

へ連絡する。

介護方法の検討

職員へ確認、伝達事項周知

身体拘束適正化委員会へ

管理者より報告する。

切迫性・非代替性・一時性の３要件を満たしているか

を含め身体拘束等が必要であるか身体拘束適正化委員

メンバーを含めて確認、検討する。 様式1

利用者、家族への説明を行う。 様式2

身体拘束の実施

日々の経過確認・記録 様式3

適正化委員メンバーを含めて再検討する。

事業所の管理者に報告する


